
 

 

令和5年度(2023年度) 若狭こども園 重要事項説明書 

 

学校法人大庭学園立那覇市認定こども園 

若狭こども園 園長 大城 敏美 

  

教育・保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。 

 

1 事業者の運営主体 

 

事 業 者 の 名 称 学校法人大庭学園 

事 業 者 の 所 在 地 那覇市久米１－５－１７ 

事業者の電話番号・ＦＡＸ TEL：098-988-0238 FAX：098-988-0239 

代 表 者 氏 名 理事長 大庭 荒 

定款の目的に定めた事業 専門学校および認定こども園及び保育所の運営 

 

2 施設の概要 

種 別 幼保連携型認定こども園 

名 称 学校法人大庭学園立那覇市認定こども園 若狭こども園 

所 在 地 〒900-0031 沖縄県那覇市若狭３－１１－１ 

施 設 長 氏 名  園長 大城 敏美 

開 設 年 月 日 平成28年4月1日 

利 用 定 員 

 人数  

1号定員 １５名 

2号定員 ６０名 

取扱う保育事業 一時預かり保育事業、延長保育事業、園庭開放、子育て相談等 

ク ラ ス 編 成 

３歳児クラス 

(２０名) 

４歳児クラス 

(３０名) 

5歳児クラス 

(３０名) 

5歳児クラス 

(３０名) 

たんぽぽ組 さくら組 ばら組 ゆり組 

 

3 施設の目的、運営方針 

目 的 

義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして満3歳以上の子どもに対する教

育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健

やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するととも

に、保護者に対する子育ての支援を行う 

運営方針 

子ども・子育て支援法等の法令を遵守するとともに、幼保連携型認定こども園 教

育・保育要領に基づき、運営する。また、那覇市との協定に基づき、那覇市教育振興

基本計画等の那覇市の方針を鑑みた教育・保育の実施および「若狭こども園」の運営

方針（６項目）を遵守する。 

 

4 職員体制 

施 設 長 1人 （常勤） 

主 幹 保 育 教 諭 1人 （常勤） 

保 育 教 諭 １０人 （常勤： ７人 非常勤 ３人）  

事 務 員 １人 （常勤： １人 非常勤 ０人）  

保 育 助 手 兼 用 務 員 １人 （常勤： 0人 非常勤 １人）  

学 校 医 1人 （常勤： 0人 非常勤 1人）  

学 校 歯 科 医 1人 （常勤： 0人 非常勤 1人）  

学 校 薬 剤 師 1人 （常勤： 0人 非常勤 1人）  
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5 提供する教育及び保育の内容 

(１)教育標準時間認定に関する保育時間(１号認定こども) 

月曜日から金曜日の保育時間 午前８時１５分から午後２時００分まで 

学  校  休  業  日 

(１) 土曜  (２) 春季休業日 ４月１日から４月５日 

(３) 夏季休業日 ７月２１日から８月２７日まで 

(４) 秋季休業日 １０月７日から１０月１５日まで 

(５) 冬季休業日 １２月２６日から翌年１月４日まで 

(６) 学年末休業日 ３月１６日から３月３１日まで 

(７) 慰霊の日 

一   時   預   か   り   事   

業 

(  幼  稚  園  型  ) 

(１) 平日 午後２時０１分から午後６時３０分まで 

(２) 学校休業日 

  午前７時３０分から午後６時３０分まで 

延   長   保   育   時   間 夕：午後６時３１分から午後７時３０分まで 

  

(２)保育標準時間認定に関する保育時間(２号認定こども・１１時間) 

月曜日から金曜日の保育時間 午前７時３０分から午後６時３０分まで 

土 曜 日 の 保 育 時 間 午前７時３０分から午後６時３０分まで 

延 長 保 育 時 間  夕：午後６時３１分から午後７時３０分まで 

  

(３)保育短時間認定に関する保育時間(２号認定こども・８時間) 

月曜日から金曜日の保育時間 午前８時００分から午後４時００分まで 

土 曜 日 の 保 育 時 間 午前８時００分から午後４時００分まで 

延 長 保 育 時 間 
(１)午後４時０１分から午後６時３０分まで 
(２)午後６時３１分から午後７時３０分まで 

※こども園へは、徒歩で登園する 
※病院の通院以外の再登園はできません 
 
 
6 保育料・利用料 

  当園の使用料(保育料)は、那覇市立幼保連携認定こども園条令、令和元年１０月１日施行の子ども子育

て支援法改訂による保育料とする。 

給食食材費、その他当園の利用において通常必要とされるものに係る費用で、保護者に負担させることが

適当と認められるものは以下に定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

費用の種類 支払いを求める理由 金額 

給 食 費 

自園の給食センターで献立した調理

を行う。 

栄養士の管理のもと、美味しい給食

を提供しています。 

１号認定児：副食費(月額) 4,500円 

       主食費(月額)  500円 

２号認定児：副食費(月額) 5,500円 

       主食費(月額) 1,000円 

延長保育料 
お迎えの時間に間に合わない 

場合の利用 

時単位 ２００円(保育料・おやつ含む) 

月額  2,500円 

一 時 預 か り 保 

育 

１号認定の利用目的 

休暇時利用 

(春休み・夏休み等小学校に準じた

長期休暇) 

平日：７時３０分から１４時００分まで 

500円(給食・教材費含む) 

１４時０１分から１８時３０分まで 

400円(おやつ含む) 

遠足バス代 園児一人 
・春 900円(バス代) ・秋 500円(バス代 

・入場料含む) 
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７諸会費について 

 【第１・２・３・４回分】                  

     ・保護者会費  ・月刊誌代含む（４１０円～４５０円）――――――９００円 

       ※年度で４回に分けて徴収しますので、宜しくお願いします。 

※なお、遠足費などの費用は、別途徴収がありますので、ご留意下さい。 

         振替手数料（１１０円）かかります。 

 

８ 認定こども園と保護者との連携について 

1 連絡帳（連絡事項がある場合）、園だより、クラスだより、園内掲示板の活用 

2 月の指導計画（家庭との連携欄にて） 

3 保護者会 

4 行事や懇談会、アンケートの実施等 

 

９ 学校医  

医 療 機 関 の 名 称 博愛病院 

園 医 名 仲田 行克 

所   在   地 島尻郡南風原町字新川485-1 

電  話  番  号 098-889-4830 

 

１０ 学校歯科医 ‐  

医 療 機 関 の 名 称 みやぎ歯科クリニック 

医  院  長  名 宮城 嗣典 

所   在   地 那覇市松山2-23-13 

電  話  番  号 098-864-0239 

 

1１ 学校薬剤師 ‐  

学 校 薬 剤 師 山里 美恵子 

 

1２ 地域防災拠点、広域避難場所 

  認定こども園近隣の地域防災拠点、広域避難場所は次のとおりです。 

地 域 防 災 拠 点 那覇市立若狭小学校 

広 域 避 難 場 所 若狭小学校4階津波避難場所 

 

1３ 緊急時における対応 

   教育及び保育の提供中に、子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じた時は、保護者の方があら

かじめ指定した緊急連絡先に連絡します。保護者と連絡が取れない場合には、児童の身体の安全を最優

先させ、若狭こども園が責任を持って、しかるべき対処を行いますので、あらかじめご了承願います。 

 

 

 

 

 

 

 

期間 給付金額 備考 

第１回（４月～６月分） ２，７００円 

兄弟児は、半額の450円×３ヶ月分＝1,350円を４期に

分けて徴収しますので、宜しくお願いします。 

第２回（７月～９月分） ２，７００円 

第３回（１０月～１２月分） ２，７００円 

第４回（１月～３月分） ２，７００円 
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1４ 非常災害時の対策 

   非常災害に関する具体的な計画及び防火管理者を定めています。非常災害時の関係機関への通報及び連

携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1 回以上避難及び消火、救出その他

必要な訓練を実施します。 

防 火 管 理 者 大城 敏美     

消 防 計 画 届 出 年 月 日 那覇市 西消防署  平成31年5月提出予定 

避 難 訓 練 消火、火災避難訓練（毎月1回） 

小学校との合同訓練（年２回）地震・津波 

防 災 設 備 消防直通通報装置、消火器、誘導灯、火災報知器  

 

1５ 賠償責任保険の加入状況 ‐ 以下の保険に加入、同意します。 

保 険 の 種 類 災害共済給付制度（独立行政法人日本スポーツ振興センター） 

保 険 金 額 死亡見舞金 3,000万円（学校の管理下の事由） 

      1,500万円（通園中の場合） 

      3,000万円（学校の管理下の事由による突然死）        

注：賠償範囲 

園では、子どものために誠心誠意をもって教育及び保育し、事故の無いように気をつけますが、万が一の
際を考慮し、全園児を対象に、保険に加入致します。事故や怪我を負った場合は、園が加入している保険
の範囲内で治療費をお支払いします。この場合、保護者の医療保険手帳を使わせていただきますので御
了承下さい。なお、園児の事故や怪我の場合の保護者の休業補償はできません。 
 

1６ 業務の質の評価について 

認定こども園の自己評価 
実施方法：自己評価ガイドラインに従った方法予定、全職員一斉実施 

公表方法：ホームページや園内掲示予定 

外 部 評 価 
第三者評価受診完了(令和２年１０月１３日) 

公表方法：ホームページや園内掲示予定 

 

1７ 連携施設 

連 携 施 設 の 種 類 那覇市立小学校 

名 称 若狭小学校 

所 在 地 那覇市若狭2-16-1 

連 携 協 力 の 概 要 小学校への進学のためのプログラムの実施等 

 

連 携 施 設 の 種 類 専門学校（指定保育士養成施設） 

名 称 学校法人大庭学園 沖縄福祉保育専門学校 ソーシャルワーク専門学校 

所 在 地 那覇市久米1-5-17 

連 携 協 力 の 概 要 教育及び保育の支援等 

 

18 地域の育児支援について 

親が子育てについての第一義的責任を有することを前提としつつも、子育てしている親自身が自己肯定

感を持ち、親として成長し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じられる支援を目指して、地域

の関係機関と連携していく予定です。具体的には、以下のような支援事業を行う予定です。 

1. 子育て家庭同士の交流の場を提供。 

2. 地域の子育て家庭の子育て相談（しつけ、健康、食育指導等） 

3. 地域の子育て家庭や子育て支援事業団体へ必要な情報の提供及び助言 

4. 子育て支援のマッチアップ（援助を受けたい家庭と当該援助を行う団体や個人との連絡及び調整） 

5. 現在幼稚園で行われている未就園児の親子登園の継続 

6. 家庭養育が一時的に困難となった地域の子どもの一時預かり事業（那覇市の増築許可による） 

7.  1号認定児の一時預かり事業 

 
 
 
 

 

 

① 

② 
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19 情報公開及び個人情報の保護について 

事業の透明性を確保する為、園の情報をできる限り公開する予定です。この点、園に通う子どもやその保

護者、子育て支援事業において知り得た情報等に関して個人情報保護を徹底致します。 

 

20 苦情相談窓口 

要望･苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

相談･苦情解決責任者 園 長 大城 敏美 

相談･苦情受付担当者 主幹保育教諭 下里 仁子 

苦情解決第三者委員 公民館長、民生委員 宮城 潤  中村 光雄 

 

21 秘密の保持について 

  ・職員は業務上知り得た園児及びその保護者の秘密を保持する。 

  ・特別支援児・子育て支援(相談)を利用した子どもやその保護者の秘密を保持する。 

  ・職員でなくなった場合においても秘密を保持する。 

 

22 その他について 

  ・学校法人大庭学園が設置している、給食センターから配送し、実施しています。 

  ・６月２３日の慰霊の日は、閉園となります。 

・入園のしおり等にて記述致します。 

  ・「ホームページ等 掲載に際しての同意書」（様式は別紙参照） 

当園における教育・保育の提供を開始するにあたり、本書面に基づき重要事項の説明を 

行いました。 

 

認 定 こ ど も 園 名 ： 学校法人大庭学園立那覇市認定こども園 若狭こども園 

所 在 地 ： 〒900-0031 沖縄県那覇市若狭３-11-1 

説 明 者 職 名 ： 園 長    氏名  大城 敏美    印 
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